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１．地域年金展開事業の概要
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地域年金展開事業の概要
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地域年金展開事業の主な取組

■公的年金制度の普及・啓発や国民年金保険料収納率の向上等のため、関係機関との連携協力のもと、「年金
制度説明会」や「年金セミナー」「出張年金相談」等を実施します。

■また、日本年金機構が取り組む公的年金制度の普及・啓発活動について、関係者や有識者からなる「地域年
金事業運営調整会議」を都道府県ごとに開催し、事業推進のための意見や助言をいただきます。

○ 年金委員を対象とした研修会の開催や、各種冊子・チラシなど活動に役立つ情報を提供。
年金委員活動
支援事業

○ 公的年金制度の普及・啓発などの検討や年金事務所が行う事業への意見・助言をいただくため、学
識経験者や関係機関の職員などを委員として都道府県単位で設置。

地域年金事業
運営調整会議

○ 職員が自治体や民間企業、関係機関、関係団体等に対し、オンラインまたは対面により、事務担当
者や従業員・所属員・加入員向けの年金制度説明会を実施。

○ 市役所・町役場の広報誌や行事等を通じ、年金制度や日本年金機構が行う事業の周知、ポスター・
チラシの掲示や設置、配布の依頼等。

地域連携事業

○ 年金事務所職員が高校、大学、専門学校等に対し、オンラインまたは対面により、生徒・学生向け
の年金セミナーを実施。もしくは年金セミナー用動画（DVD）を配付。

○ 大学での年金相談、学生納付特例制度の申請窓口の開設、パンフレットの設置、配布の依頼等。

年金セミナー事業

○ 年金事務所から遠方の地域住民の利便性やニーズに応えるため、市区役所・町役場や大規模商業施
設、イベント会場等で、出張年金相談や免除申請窓口を開設。

地域相談事業
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２．令和７年度事業実施結果中間報告

（令和７年４月～令和７年１２月） 
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○地域連携事業
計画 実績 総括及び課題

市
町
・
官
公
庁

① 市町や官公庁に、窓口で
の年金制度に関するポス
ターの掲示及びリーフ
レットの設置等を依頼し、
地域住民への情報提供の
充実を図る。

② 市町広報誌等を活用し、
年金制度や出張相談に関
する周知を行う。

③ 市町国民年金担当職員へ
の研修、説明会を定期的
に実施する。

① 市町や官公庁に、各種対策に関するポスターの掲示及びリーフ
レットの設置等を依頼し、地域住民への周知広報を実施した。

② 市町広報誌へ出張相談の日程などの年金に関する記事を提供し、
地域住民への広報を行った。

③ 市町国民年金担当職員への制度説明会を以下のとおり実施した。

○ 制度周知に関するポスター・リー
フレットを市町に送付。また、ア
ニュアルレポートも送付し、事業
状況について報告を行った。

○ 国民年金事務について、市町の担当者
が、日頃の業務の中で難しいと感じて
いること、疑問に思っていることが少
しでも解決できるよう、実践的な研修
となるよう努める。実施日 事務所 対象市町 参加者

令和7年6月6日 唐津 管内市町担当者 11人(対面)

令和7年6月13日 唐津 管内市町担当者 2人(対面)

令和7年6月23日 武雄 管内市町担当者 8人(対面)

令和7年6月27日 武雄 管内市町担当者 3人(対面)

令和7年8月28日 佐賀 管内市町担当者 5人(対面)

令和7年8月29日 佐賀 管内市町担当者 5人(対面)
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計画 実績 総括及び課題

市
町
・
官
公
庁

④ 市町担当職員向け情報誌
を定期的に発行し、制度
改正や事務処理上の留意
点について情報提供を行
う。

⑤ 佐賀県庁へ「ねんきん
ネット」の利用・登録者
数拡大に向け、協力依頼

を行う。

④ 市町職員向け情報誌「かけはし」を定期的に発行し、制度改正や事務処
理上の留意点について、タイムリーな情報提供を行った。
送付時期：令和7年5月、7月、9月、11月（奇数月に発行）

⑤ お客様の利便性向上を目的に、「ねんきんネット」の利用・登録者数の
更なる拡大を図るため、佐賀県 総務部 行政デジタル推進課に対し、
デジタルに関する相談を受けたり、講師役として教える活動をしている
「さがデジタルサポーター」の協力依頼を行った。

○ 昨年実施した確定申告会場での
「ねんきんネット」への利用登
録案内を依頼することとし、
税務署とも協力連携を図る。

佐
賀
労
働
局

① 事業所担当者向けの社会
保険制度説明会（算定基
礎届事務説明会）の開催
を行う。

① 佐賀労働局との連携で開催してきた算定基礎届事務説明会について、令
和7年度は「社会保険制度説明会」として以下の日程で開催した。
また、全国健康保険協会佐賀支部とも連携を図り開催した。

○ 例年行っている算定基礎届の説
明とあわせ、届出誤りの多い事
例や事業所調査における指摘及
び指導事項等を含め、事業所担
当者の方へ解りやすく説明を
行った。また、お客様のニーズ
に合わせたテーマの情報発信を
行う機会と位置付け、外国人を
雇用する企業向けの内容及びオ
ンラインサービスに関するもの
についても説明を行った。
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事務所 実 施 日 会 場 参加者

武雄 令和7年6月13日 鹿島市生涯学習センター 37人

佐賀 令和7年6月17日
メートプラザ佐賀
午前・午後2回開催

222人

唐津 令和7年6月18日 伊万里市民センター 45人

武雄 令和7年6月19日 武雄市北方公民館 40人

唐津 令和7年6月20日 唐津市文化体育館 101人

佐賀 令和7年6月24日 サンメッセ鳥栖 44人

佐賀 令和7年6月26日 ゆめぷらっと小城 32人



計画 実績 総括及び課題

全
国
健
康
保
険
協
会

① 定期的に連絡調整
会議を開催し、情
報共有を図る。

② 全国健康保険協会
佐賀支部と共催で
年金委員功労者表
彰式を開催する。

③ 機構及び全国健康
保険協会の業務に
かかる研修会を実
施する。

①・令和7年5月16日に佐賀県社会保険事業連絡調整会議（幹部会）を開催し、
年金委員健康保険委員功労者表彰式をはじめとする令和7年度の事業実施計画
を確認した。

・令和7年５月22日に佐賀県社会保険事業連絡調整会議（実務部会）を開催し、
算定基礎届事務説明会及び相互研修実施に向け検討を行った。

② 年金委員・健康保険委員功労者表彰式及び研修会を以下のとおり開催した。
【表彰伝達式】

【研修会】

③ 令和7年12月12日に全国健康保険協会と年金事務所職員相互による実務研修
を実施し、互いの制度理解を深めた。

○ 厚生年金保険の適用に伴う保
険証の発行や、健康保険の給
付と年金の給付など、全国健
康保険協会との相互に関連す
る業務について理解を深める
ことは、お客様サービスの観
点からも非常に重要であるこ
とから、引き続き連携強化を
図る。

○ 功労者表彰式においては、昨
年の反省を踏まえ、受賞者へ
のアテンドの見直しや一般の
各委員の受付の手順等を簡潔
に行うことで、スムーズな案
内が出来た。

○ 今後も更なる協力連携を進め
るため、相互での意見調整を
図る。

○ 双方の事業における電子申請
を主な内容として研修を行い、
理解を深めた。

事務所 実 施 日 会 場

佐賀 令和7年11月26日（水）

アバンセ ホール（佐賀市）
厚生労働大臣表彰 1人
日本年金機構理事長表彰 2人
日本年金機構理事表彰 5人

事務所 実 施 日 会 場

唐津 令和7年11月11日(火) 伊万里市民センター（伊万里市）

武雄 令和7年11月14日(金) 鹿島市生涯学習センター（鹿島市）

佐賀 令和7年11月19日(水) サンメッセ鳥栖（鳥栖市）

唐津 令和7年11月20日(木) 唐津市文化体育館（唐津市）

佐賀 令和7年11月26日(水) アバンセ ホール（佐賀市）
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計画 実績 総括及び課題

社
会
保
険
労
務
士
会

① 定期的に連絡会議を開催
するとともに、適宜情報
提供を行う。

①・毎月の打ち合わせで相談予約や電子申請の推進に関する協力依頼を行っ
た。また、社会保険労務士会主催の研修会に講師を派遣し、短時間労働
者適用拡大、電子申請移行推進への協力依頼を行った。

・令和7年7月18日に佐賀県社会保険労務士会・日本年金機構佐賀県内年
金事務所連絡会議を開催し、年金相談窓口等の運営業務委託実施状況の
確認や機構の各種事業における協力依頼を行った。

○ 年金制度改正への対応をはじめ、
機構の事業推進には社会保険労
務士会との連携が不可欠である
ことから、さらに協力連携を進
めていく。

社
会
保
険
協
会

① 社会保険協会発行の広報
誌へ記事を掲載し、会員
事業所への情報提供を行
う。

① 2ヶ月に1回（12月と1月は単月発行）発行される社会保険協会発行の
広報誌「社会保険さが」編集会議に出席し、記事提供を行った。

主な掲載記事
・電子申請の推進
・算定基礎届・賞与支払届提出の案内
・「わたしと年金」エッセイ募集
・オンライン事業所年金情報サービスの利用促進
・ねんきんネットの利用促進

○ 記事掲載による情報発信をさら
に効果的なものとするため、よ
り分かりやすく読みやすい記事
となるよう工夫する。

○ 事業主を会員とする社会保険協
会は、年金制度の周知及び啓発
において重要な団体であり、更
に協力連携を強化しながら事業
推進を図っていく。
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計画 実績 総括及び課題

企
業
・
団
体
等

① 企業や団体の従業員に対
し、年金制度説明会を開
催する。

① 以下のとおり年金制度説明会を開催した。

※①は、事業所からの要請による訪問説明会
※②は、新規適用事業所説明会、社会保険事務講習会等 
※③は、官公庁・自治体事務担当者説明会、市町への訪問説明会
※④は、各種関係団体からの要請による訪問説明会 

○ 事業所からの要請による訪問説明会等
の依頼が少なかったことから、企業や
団体のニーズを的確につかみ、年金制
度説明会を開催拡大するために積極的
な周知広報を行う。

マ
ス
メ
デ
ィ
ア

① 「ねんきん月間」や「年
金の日」等について、マ
スメディアを活用した広
報を行う。

① 以下のとおり実施した。
佐賀県政記者クラブに対し、以下のとおりプレスリリースを行った。
・令和7年6月5日 令和7年度「わたしと年金」エッセイ募集
・令和7年8月12日  令和7年度「わたしと年金」エッセイ募集

（2回目）
・令和7年10月29日 ねんきん月間及び年金の日のお知らせ

ケーブルテレビ「ケーブルワン」で複数回にわたり年金制度説明を
行い、放送していただいた。（武雄年金事務所）

○ マスメディアを活用した周知広報は、
まだ十分にできていない状況にあるた
め、今後も他の地域の取組みも参考に
しながら、有効な方策を検討する。

①
事業所

②
事業所担
当者

③
官公庁・
自治体

④
関係団体

合 計

回
数

人
数

回
数

人
数

回
数

人
数

回
数

人
数

回
数

人
数

佐
賀

1 20 4 298 2 10 2 20 9 348

唐
津

1 6 2 146 2 13 1 4 6 169

武
雄

1 19 2 77 2 11 0 0 5 107
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○年金セミナー事業

計画 実績 総括及び課題

開
催
に
向
け
た
ア
プ
ロ
｜
チ
・
開
催
状
況

① 年金セミナーの
実施に向け、教
育関係機関への
協力依頼を行う。

② 中学校・高校・
大学・専門学校
等に対し、積極
的なアプローチ
を行う。

① 教育機関等へのアプローチ
・6月に県代表事務所である佐賀年金事務所より年金エッセイ及び年金セミナー開
催にかかる協力依頼を行った。

佐賀県教育委員会、佐賀県教育庁学校教育課、県内各市町教育委員会、県内高等
学校（42校）、県内中学校（98校）、県内大学・短大（5校）、県内各種学校・
専修学校（24校）

② オンラインや動画（DVD）を活用したセミナーの開催など、新たな形態を積
極的に取り入れているが、12月末段階では学校側の希望により対面開催が多く
なっている。
これまでの開催実績は以下のとおり。

令和７年度年金セミナー開催校

  

○ 学校側のカリキュラムや
ニーズを十分把握するとと
もに、多様な年金セミナ
ーに対応できるスキルアッ
プを図る。
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実施日 事務所 対象校 形式 人数

令和7年5月1日 佐賀 佐賀女子短期大学 対面 110

令和7年5月8日 佐賀 佐賀女子短期大学 対面 82

令和7年5月12日 武雄 鹿島高校 対面 214

令和7年5月26日 佐賀 放送大学佐賀学習センター 対面 19

令和7年6月6日 唐津 唐津ビジネスカレッジ 対面 28

令和7年8月20日 佐賀 北陵高等学校 対面 22

令和7年11月10日 佐賀 佐賀大学 対面 56

7校 531



○年金セミナー事業
計画 実績 総括及び課題

開
催
に
向
け
た
ア
プ
ロ
｜
チ
・
開
催
状
況

③ 特別支援学校に
対し、障害年金
制度にかかる制
度説明会のアプ
ローチを積極的
に行う。

令和７年度年金セミナー開催校

  

〇 教職員や保護者のニーズを
十分把握するとともに、多
様な年金セミナーに対応で
きるスキルアップを図る。
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実施日 事務所 対象校 形式 人数

令和7年6月20日 佐賀 大和特別支援学校 対面 44

令和7年10月30日 武雄 うれしの特別支援学校 対面 20

令和7年11月6日 唐津 唐津特別支援学校 対面 21

令和7年11月14日 唐津 伊万里特別支援学校 対面 21

4校 106



○地域相談事業
計画 実績 総括及び課題

自
治
体
（
市
町
）

① 予約相談の周知・
拡充

② 遠隔地の市町に赴
き、年金にかかる
相談・受付窓口を
開設

① チラシの配付・設置依頼
市町の班回覧または戸別配付、ＪＡ・ 公民館へのポスター掲示依頼を行い、予約
相談の周知・拡充を図った。

② 各出張所における実施結果は以下のとおり。（令和7年4月～令和7年12月） 〇 遠隔地にお住いの被保険

者・受給者にとって、出
張年金相談は極めて重要
な相談の機会であり、多
くのニーズもあることか
ら、引き続き市町や関
係機関と連携しながら実
していく。

出張相談所 開設日・相談時間 回数 相談者数

多久市役所 第１，３水曜日 １８回 ８９人

基山町役場 第２，４火曜日 １６回 ６２人

伊万里市役所
毎週金曜日
第1月曜日

４６回 ４２７人

鹿島市役所 第１，３火曜日 １７回 １４１人

有田町役場 第２水曜日 ９回 ２９人

合計 １０６回 ７４８人

労
働
局
関
係
機
関

① ハローワークと協
力し、離職者に対
する免除申請等の
相談窓口の開設す
る。

① 県内のハローワークにおいて、定期的に求職者や失業者に対する年金制度説明会
を開催しており、失業された国民年金加入対象者からの免除申請書の受理拡大につ
ながっている。

○ 離職者の免除申請書の獲
得を効率的に行えること
から、ハローワークの協
力を得ながら引き続き取
り組んでいく。
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○年金委員活動支援事業
計画 実績 総括及び課題

年
金
委
員
研
修
会

① 年金委員研修会の
実施

① 令和７年度実務研修会の実施状況

※１ 健康保険委員のみ委嘱者含む

〇 職域型年金委員研修につい

ては、各年金事務所からの
案内文書、研修内容を統一
化し、県内どの研修会場で
も研修を受講可能とした。
また、地域型年金委員研修
については、県内一か所で
研修会を実施した。

○ 年金委員は地域や職場での
制度周知・理解の促進に欠
かせない存在であり、国民
年金の納付率向上、無年金
者・低年金者の防止に貢献
していただく、いわば「地
域や職場における機構職
員」であることから、研修
会や情報提供を通じてしっ
かりと活動をサポートして
いく。
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種別 実施日 会 場
出席
者数

（※１）

唐津
（職域型）

令和7年11月11日
伊万里市民センター
文化ギャラリー

65人

佐賀
（地域型）

令和7年11月13日 アバンセ 第2研修室 17人

武雄
（職域型）

令和7年11月14日
鹿島市生涯学習センター
エイブルホール

66人

佐賀
（職域型）

令和7年11月19日 サンメッセ鳥栖 ホール 68人

唐津
（職域型）

令和7年11月20日 唐津市文化体育館 文化ホール 80人

佐賀
（職域型）

令和7年11月26日 アバンセ ホール 195人

合 計 （延べ人数）
491人



計画 実績 総括及び課題

年
金
委
員
へ
の
情
報
提
供

② 積極的な情報提供

③ 委嘱数拡大に向け
た取組

④ 「地域型年金委員
連絡会」及び「地
区連絡会」の開催

②【職域型】各種啓発資料の送付

【地域型】各種啓発資料の送付
・情報誌「なごみ・便り」とその時折の制度改正等のパンフレット等を偶数月
に発送した。

・「アニュアルレポート2023」発送「年金委員［地域型］活動の手引き」
を同封。

 
③ 勧奨実施状況

   

④ これまで組織的な活動支援ができていなかったため、都道府県単位の「地域型
年金委員連絡会」及び年金事務所単位の「地区連絡会」は各年金事務所で選出し
た地域型年金委員地区代表者に意見を伺いながら進めてきたが、昨年度から各年
金事務所でも委嘱している地域型年金委員の参加を求め「地区連絡会」を開催し
た。
また、地域型年金委員連絡会の開催については、昨年度より四半期に１回開催

から年２回以上と変更されたため、研修会も活用しながら開催した。
【地域型年金委員連絡会】令和7年7月29日、令和7年11月13日

○ 職域型及び地域型の啓発資
料の送付、地域型年金委員
に対しては、九州地域版情
報誌「なごみ・便り」を隔
月で発送した。

○ 職域型、地域型年金委員そ
れぞれの活動に合ったタイ
ムリーな情報提供を行う。

○ 従来、年金事務所から活動
支援ができていなかったこ
とから、地区連絡会を中心
に継続的に組織的活動がで
きる計画の作成と支援を
行っていく。

実施月 年金委員 勧奨内容

通年 職域型
年金委員辞退届提出時に事業主に後任者の
推薦の協力要請
随時、文書により年金委員の委嘱勧奨

11月 職域型
年金委員・健康保険委員合同研修会開催の
際、健康保険委員のみの委嘱者へ年金委員
への委嘱勧奨

通年 地域型

職域型年金委員の解嘱届提出時の地域型年
金委員委嘱への協力要請
各種イベント開催時に年金委員への委嘱勧
奨
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計画 実績 総括及び課題

年
金
委
員
の
推
移

【職域型年金委員数の推移】（令和５年度～令和７年１２月）

○ 各年金事務所において、
新規委嘱の拡大を図るた
め、事業主への推薦勧奨
を実施している。

○ 年金委員の設置の目的や
期待される役割などにつ
いて積極的に広報し、新
たな年金委員の委嘱拡大
を図る。

○ 地域型の年金委員の方に
ついては、３年間の任期
満了を迎え、高齢を理由
に委員継続を辞退される
ケースが見受けられる。
今後、関係機関に積極的
にアプローチを行い、委
嘱拡大を図る。

【地域型年金委員の推移】（令和５年度～令和７年１２月）

令和５年度 令和６年度 令和７年１２月

佐賀 ６９６人 ７１５人 ７４０人

唐津 ５０８人 ５０８人 ５１１人

武雄 ３６８人 ３６６人 ３６６人

合計 １，５７２人 １，５８９人 １，６１７人
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令和５年度 令和６年度 令和７年１２月

佐賀県 ８５人 ８４人 ９３人



計画 実績 総括及び課題

各
年
金
事
務
所
の
取
組
み

① 学生向け年金セミナー実施

② マスメディアを活用した年
金制度説明を実施

③ 園児によるぬりえ展の開催

④ ねんきん月間ポスター掲示
依頼

⑤ 「知っておきたい年金と健
保のはなし」ポスター展の
開催

⑥ 「年金の日」(11月30日)
 の取組み

①・令和7年11月10日（月）佐賀大学

②・令和7年11月22日（土）から令和7年11月30日（日）までの間、
ケーブルワンでねんきんネットの周知及びペーパーレス化勧奨を
行った。

③・令和7年11月3日（月）～令和7年11月21日（金）
佐賀年金事務所内において、兵庫保育園（佐賀市兵庫町）園児による
ぬりえ展を開催した。

・令和7年11月21日（金）～令和7年11月30日（土）
武雄年金事務所内において、小鳩の家保育園（武雄市武雄町）園児に
よるぬりえ展を開催した。

④・県内の市役所、町役場、公的機関にポスター掲示を依頼し、掲示し
ていただいた。

⑤・令和7年11月25日（火）～11月30日（土）
アバンセ（佐賀市）展示室において、全国健康保険協会と共催で
年金エッセイやねんきんネット及び健康づくり等に関するポスター
展に併せて、兵庫保育園園児によるぬりえ展を開催した。

⑥ 各年金事務所において、窓口での年金相談を行った。

○ 佐賀大学の年金セミナーは、

九州厚生局と共同で対応し

た。

○ ケーブルテレビの番組で主

に国民年金の免除制度やねん

きんネットに関することを広

報した。

○ 「家族で年金を考えてみる

（世代間の支えあい）」をテー

マとして、園児によるぬりえ展

を開催し、保護者の方に少しで

も公的年金制度に関心を持って

頂くよう取り組んだ。

○ 新たな依頼先の拡大を図り、

広くねんきん月間を周知でき

るよう努める。

○ お客様の利便性向上のため、

継続的な取り組みが必要であ

る。

○「ねんきん月間」及び「年金の日」における取組

「ねんきん月間」： 日本年金機構では、厚生労働省と協力して毎年１１月を「ねんきん月間」と位置付け、国民の皆さまに年金制度に
  対する理解を深めていただくため、全国各地で公的年金制度の普及・啓発活動を展開している。

  「年金の日」 ： 国民一人一 人に、高齢期に備え、その生活設計に思いを巡らしていただくことを目的として、
 １１月３０日（いいみらい）を「年金の日」に制定している。
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○地域年金事業運営調整会議

計画 実績 総括及び課題

地
域
年
金
事
業
運
営
調
整
会
議

① 第23回佐賀県地域年金
事業運営調整会議の実
施

① 令和7年7月23日（水）第２３回の標記会議については、年金セミナー、
年金制度説明会及び「ねんきん月間」、「年金の日」の取り組みについて、
報告を行うとともに、更なる実施拡大及び広報活動について、運営調整会
議各委員のご協力を要請した。
また、地域年金展開事業の活動活性化について、各委員からご意見を頂

戴し、今後の事業へ反映させることとした。

〇 運営調整会議各委員への相談
   を行いながら事業実績向上に
繋げるため、今後も対面開催
を基本として開催していく。
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3．令和８年度事業計画（案）
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令和８年度 重点取組事項

「無年金者、低年金者の発生を防止し、公平性を維持し、正確に給付する」ことが、当機構に与えられた
ミッションです。

年金制度に対する正しい知識と理解を深め、制度加入や保険料納付に結び付けるため、地域、企業、教育
等の様々な場において、年金制度の普及・啓発活動を行う「地域年金展開事業」を推進します。

令和８年度については、これまでの普及・啓発活動に加え、基幹業務の推進につながる施策にも取り組む
こととし、次頁以降に記載している６本の柱を中心に取り組みますが、特に以下の点について「重点取組事
項」として位置づけます。

【令和８年度重点取組事項】

１．基幹業務推進活動の重点取組方針

①オンラインサービス及び外国人への適用・収納対策の推進

②関係機関・関係団体等との協力連携の推進

③年金委員活動の活性化

２．「普及・啓発活動」の重点取組方針

①ねんきん月間、年金の日を中心とした「こども絵画展」等の全国展開

②関係機関・関係団体等の協力連携
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（１）地域連携事業

市町、自治会、事業所、関係機関等と協力連携し、公的年金制度の周知・広報の充実及び国民年金保険料
の納付率向上を図る。

１．関係機関・関係団体との連携による周知・啓発
・市町、ハローワーク、税務署等に、窓口での年金制度に関するポスターの掲示及びリーフレットの
設置を依頼し、地域住民への情報提供の充実を図る。

・関係機関の会議や研修会に参加し、年金制度や事業に関する情報提供を行う。

２．市町広報誌等による周知・啓発
・市町広報紙等を活用し、出張年金相談の日程や年金制度に関する情報提供を行う。
・社会保険協会発行の広報誌に事務手続きに関する記事等を掲載する。

３．年金制度説明会の開催
・地域住民及び企業や団体の従業員を対象とした年金制度説明会を積極的に開催する。

４．関係機関・関係団体との連携強化
・市町担当者への研修や事務打合せ会を定期的に開催する。
・市町担当者向け情報誌「かけはし」を年6回（奇数月）送付し、情報提供を行う。
・関係機関のニーズを十分聞き取り、効果的な情報提供・制度説明会を実施する。
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（２）年金セミナー事業

中学生や高校生、大学生等の若い世代を対象に、公的年金の大切さを知り、制度への理解を深めていただ
くため、多様な年金セミナーを積極的に実施するとともに、効果的なアプローチを検討・実施する。

１．年金セミナー開催に向けたアプローチ
・教育関係機関に対し、中学校や高校での年金セミナー開催に向けた協力依頼を行う。
・中学校、高校、大学、専門学校等に対し、リーフレットやセミナー動画（DVD）の送付、金融教育
での年金セミナーの活用の検討も含め、電話勧奨等のアプローチを積極的に行う。

２．年金セミナーの開催及び充実化
・対面によるセミナーのほか、セミナー動画（ＤＶＤ）の視聴など、各学校のニーズや環境に応じた
多様なセミナーを開催する。

・実施後のアンケートや先生方のご意見をもとに、適宜、実施方法や教材の見直しを図る。
・セミナー講師育成のため、機構職員に対する研修やコンテストを充実させる。

３．地域年金推進員の活用
・地域年金推進員が高校、大学、専門学校等を訪問し、リーフレットを活用した説明及び年金セミ
ナー開催のアプローチを行う。

・地域年金推進員に対する研修や連絡会議を開催し、意見交換・情報共有を行う。
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（３）地域相談事業

地域住民のニーズに応えるとともに年金制度への理解を深めていただくため、自治体や教育機関等に出向
き、出張年金相談や制度説明会を実施する。

１．市町等における出張年金相談の実施
・年金事務所から遠隔地の市町に赴き、定期的に出張年金相談を開催する。

２．社会福祉施設における障害年金制度説明会の開催
・特別支援学校等に対し、障害年金制度に関する制度説明会開催のアプローチを積極的に行う。
・特別支援学校等の教職員や保護者に対し、制度説明を実施する。

３．ハローワークでの雇用保険受給者説明会にあわせた制度説明会や国民年金保険料免除申請にかかる相
談会等の開催

４．「ねんきん月間」を活用し、多様な方法により公的年金制度の周知・広報を実施

５．企業や団体の従業員等に対する年金制度説明会の開催
・企業や団体等に対する制度説明会を通じて、電子申請やねんきんネット、制度改正事項等について、
広く周知・広報する。

・主催者の希望に応じて、対面・動画（ＤＶＤ）等、多様な開催方式で対応する。
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（４）年金委員活動の活性化・委嘱拡大

年金委員は、地域や職場での制度周知・理解の促進に欠かせない存在であり、国民年金の納付率向上、無
年金者・低年金者の防止に貢献していただく、いわば「地域や職場における機構職員」である。

年金制度に関する研修会や情報提供を充実させることにより、年金委員活動の活性化とサポート体制の強
化を図るとともに、年金委員の意義・やりがいをしっかりアピールし、委嘱拡大に取り組む。

１．定期的な研修会・意見交換会の開催
・厚生労働省からの通知に基づき、制度改正事項や重点協力依頼事項を中心とした研修会・意見交換
会を開催する。

・地域型年金委員連絡会を活用し、地域型年金委員の組織的活動の活性化を図る。

２．積極的な情報提供及び制度周知への協力依頼
・「年金委員活動のてびき」や情報誌「なごみ・便り」を送付し活動を支援する。
・各種啓発資料（退職後の年金手続きガイド、アニュアルレポート等）を送付するなど、積極的に情
報提供を行う。

・地域型年金委員及び職域型年金委員を活用し、地域住民及び企業の従業員への制度周知や情報提供
を行う。

３．委嘱数拡大に向けた取組
・職域型年金委員については、年金委員未設置事業所に推薦依頼文書を送付する。
・定年退職等による職域型年金委員の辞退者については、後任の推薦依頼を確実に行う。
・地域型年金委員については、推薦母体となる関係団体に年金制度の周知広報の重要性を理解してい
ただいたうえで、積極的に推薦依頼を行う。
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（５）「ねんきん月間」及び「年金の日」における取組

（６）地域年金事業運営調整会議

11月の「ねんきん月間」や11月30日の「年金の日」において、各年金事務所が創意工夫し、公的年金制
度の普及・啓発活動を積極的に実施する。

１．年金委員功労者表彰式の開催

２．各年金事務所における公的年金制度の普及・啓発活動の実施
・年金事務所において「こども絵画展（仮）」を実施する。

３．「わたしと年金」エッセイ募集
・教育機関や関係団体に対し広報及びアプローチを積極的に行い、応募数の増加を図るとともに、応
募のあった教育機関に対し感謝状を贈呈する。

地域、教育機関、企業の中での年金制度の周知・理解・支援のネットワークの強化並びに地域年金展開事
業の推進を図るため、地域年金事業運営調整会議を開催する。

１．開催時期（目安）
・従前は年度内2回開催としていたが、運営調整会議の目的の一つであった国民年金保険料の納付率向
上について、最終納付率80％を達成し目的を一定程度果たしたため、対面による会議を年度内1回
とし、中間報告を書面にて行うこととする。（令和8年7月、令和9年2月頃）

２．主な議事
・事業計画、事業実施結果の報告、事業における重点施策 など
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